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訴訟の判決確定に関するお知らせ 
 
 

株式会社ＳＲＡホールディングスの子会社である株式会社ＳＲＡとの訴訟につきまして、平成30年

１月19日付「訴訟の控訴審判決に対する上告受理申立てに関するお知らせ」でお知らせしましたとお

り、株式会社ＳＲＡが上告受理申立てを行っておりましたが、最高裁判所より上告審として受理しな

い旨の決定がなされましたので、お知らせいたします。 

 
 

記 

 

 

１．決定のあった裁判所及び年月日 

   （１）裁判所 最高裁判所 

   （２）年月日 平成30年７月３日（決定書受領日：平成30年７月４日） 

 

２．決定に至るまでの経緯 

   当社は、平成23年３月31日付にて、株式会社ＳＲＡより業務委託料の未払いを理由としての損

害賠償請求を求める訴訟を提起され、当社は株式会社ＳＲＡに対して、平成23年４月６日付で、

債務不履行を理由として既払業務委託料の返還及び損害賠償を求める訴訟を提起いたしました。

これに対して、平成28年10月31日付にて東京地方裁判所より、当社の主張を大方認める判決が言

い渡されました。また、平成28年11月１日付にて更生決定がなされております。 

   株式会社ＳＲＡは当該判決を不服とし、平成28年11月８日付にて裁判所の事実誤認を理由に控

訴を提起し、当社は、平成28年11月11日付にて、当該判決において株式会社ＳＲＡの請求を一部

容認した部分及び当社の請求を一部棄却した部分についての不服を理由に控訴を提起いたしまし

たが、平成29年12月13日付にて東京高等裁判所より、１審判決とほぼ同様に当社の主張を大方認

める判決が言い渡されました。 

この判決に対し、株式会社ＳＲＡは上告受理申立てを行っておりましたが、最高裁判所より上

告審として受理しない旨の決定がなされ、これをもって、東京高等裁判所より平成29年12月13日

に言い渡された控訴審判決が確定いたしました。 

 

 

 



３．決定の内容 

   最高裁判所の決定の内容は以下のとおりです。 

   （１）本件を上告審として受理しない。 

   （２）上告受理申立費用は申立人の負担とする。 

 

４．今後の見通し  

当社は、本件に関して平成30年３月期に受取賠償金を特別利益に計上しており、当連結会計年度の

業績予想の修正はございません。 

 

 

 

以 上 

 


